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本 部 長

遺体搬送費及び死体検案書料の公費負担制度の実施について（通達乙）

犯罪被害者等の遺体の司法解剖及び調査法解剖（警察等が取り扱う死体の死因

又は身元の調査等に関する法律第６条に基づく解剖）後における遺体搬送費及び

死体検案書料の公費支出については 「遺体搬送費及び死体検案書料の公費負担、

（ ）」（ 。 「 」制度の実施について 通達 平成26年５月28日県民発第155号 以下 旧通達

という ）に基づき実施してきたところであるが、本年６月23日に刑法の一部を。

改正する法律（平成29年法律第72号）が公布されたことに伴い、公費負担の対象

罪名について、強盗強姦致死罪を強盗・強制性交等致死罪と改めたことから、関

係職員に周知徹底の上、本制度の適正な運用に努められたい。

なお、旧通達は廃止とする。

記

第１ 目的

犯罪被害者等の遺族は 犯罪被害者等の遺体の司法解剖及び調査法解剖 以、 （

下「司法解剖等」という ）により更なる精神的被害等を受けていることに。

鑑み、司法解剖等の後における遺体搬送費及び死体検案書料を公費負担する

ことにより、遺族の経済的、精神的負担の軽減を図るとともに、捜査活動へ

の理解と協力を確保することを目的とする。

第２ 公費負担の内容

１ 遺体搬送費

(1) 公費負担の対象

次のいずれかに該当する場合を除き、司法解剖等を実施した全ての遺体

を対象とする。

ア 身元不明遺体であるとき。

イ 遺族が公費負担を希望しないとき。

ウ その他公費を負担することが適切でないと署長又は高速隊長 以下 署（ 「

長等」という ）が認めるとき。。

(2) 公費搬送区間

ア 対象遺体を取り扱った署若しくは高速隊又は司法解剖等を実施した場

所から遺族が希望する場所までの区間とする。



イ 搬送距離が30キロメートルを超える場合は、30キロメートル分を公費

負担とし、超過分は遺族の負担とする。

ウ 搬送先が県外に及ぶ場合には、公費負担は県内の区間までとする。

(3) 公費負担の範囲

ア 遺体の搬送費に限定し、棺桶、衣装等の代金は対象外とする。

イ 霊 柩 車の種別は「普通車」に限定し、宮型霊柩車、洋型霊柩車等の
きゅう

「特別車」は除く。ただし、遺族が「特別車」を希望したときは 「普、

通車」による搬送料金との差額を遺族負担とする。

ウ 搬送料金は、原則として、高知県霊柩自動車協会（以下「協会」とい

う ）の定める「基本運賃率」によるものとする。ただし、協会非加盟。

の業者が算定した搬送料金が 「基本運賃率」よりも高い場合は「基本、

運賃率」により算出した料金とし 「基本運賃率」よりも低い場合は業、

者が算定した料金とする。

２ 死体検案書料

(1) 公費負担の対象

司法解剖等を実施した遺体のうち、次のいずれかに該当する場合、解剖

の結果を踏まえて作成される死体検案書料を支出するものとする。

ア 次に掲げる罪に当たる行為により死亡した場合

(ｱ) 殺人罪（刑法第199条）

(ｲ) 強盗致死罪（刑法第240条）

(ｳ) 強盗・強制性交等致死罪（刑法第241条）

(ｴ) 強制わいせつ等致死罪（刑法第181条）

(ｵ) 傷害致死罪（刑法第205条）

(ｶ) 逮捕等致死罪（刑法第221条）

(ｷ) 遺棄等致死罪（刑法第219条）

(ｸ) 業務上過失・重過失致死罪（刑法第211条）

(ｹ) 過失致死罪（刑法第210条）

(ｺ) 危険運転致死罪（自動車運転死傷行為処罰法第２条及び第３条）

(ｻ) 過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪（自動車運転死傷行為処

罰法第４条）

(ｼ) 過失運転致死罪（自動車運転死傷行為処罰法第５条）

(ｽ) 無免許危険運転致死罪等（自動車運転死傷行為処罰法第６条）

(ｾ) 以上の罪のほか、結果的加重犯により、致死の結果が生じたもの。

イ ひき逃げ事件（道路交通法第72条規定の措置を講じなかった違反にか

かる事件）により死亡した場合



(2) 公費負担の対象外

上記(1)に該当する犯罪であっても、次のいずれかに該当する場合は支

出しない。

ア 身元不明遺体であるとき。

イ 遺族が公費負担を希望しないとき。

ウ その他公費を負担することが適切でないと署長等が認めるとき。

(3) 公費負担の範囲

死体検案書料（消費税を含む ）の実費とする。。

第３ 公費負担の手続

１ 遺体搬送費

(1) 遺族及び遺体搬送業者（以下「業者」という ）に対して本制度の内容。

を十分に説明し、遺族の了解を得て行うこと。

(2) 原則として、管轄区域内（高速隊にあっては高知市内）に事務所を有す

る業者に遺体搬送を依頼するものとする。この場合において、遺族の意向

を十分に尊重すること。

(3) 支出は、署又は高速隊（以下「署等」という ）において別記第１号様。

式の経費支出伺及び別記第２号様式の遺体搬送費請求書に基づく支出手続

により、業者の指定する口座に支払うこと。

なお、高速隊にあっては、県本部会計課（以下「会計課」という ）に。

おいて支出手続を執ること。

(4) 署長等は、遺体搬送費の公費支出を行った場合には、速やかに別記第３

号様式の遺体搬送費公費負担報告書により、県民支援相談課を経由して報

告すること。

２ 死体検案書料

(1) 遺族及び医療関係者に対して本制度の内容を十分説明し、遺族の了解を

得て行うこと。

(2) 支出は、署等において別記第１号様式の経費支出伺及び別記第４号様式

の死体検案書料請求書に基づく支出手続により、医療関係者の指定する口

座に支払うこと。

なお、高速隊にあっては、会計課において支出手続を執ること。

(3) 署長等は、死体検案書料の公費支出を行った場合には、速やかに別記第

５号様式の死体検案書料公費負担報告書により、県民支援相談課を経由し

て報告すること。

３ 事務取扱及び連絡調整担当者

、 、 、会計事務手続のほか 報告 業者及び医療関係者との連絡調整については



所属の実情に応じて署長等が指定する者が行うこと。

第４ 留意事項

１ 公費負担の組織的検討

本制度は、被害者等のための施策であることを十分に認識するとともに、

その運用に当たっては犯罪被害の状況等をよく吟味し、署長等自らが適用の

判断を行い、適正な運用に努めること。

２ 教養の徹底

公費負担の運用については、本制度の目的、公費負担手続等について、職

員の認識不足による教示漏れが散見されることから、署員研修会等の機会を

捉え、反復した教養を徹底すること。

３ 県民支援相談課被害者支援室との連携

本制度の運用に当たっては、県民支援相談課被害者支援室と連携し実施す

ること。

（別記様式省略）


